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1. 上位裁判所と下位裁判所

独立後，インドの裁判所制度は， 19回年に施行

された憲法により新たに設置された「最高裁判所j

(Supreme Court of India）を現点にして，各外iに高

等裁判所，その下に「従属裁判所」（Subordinate

Courts）をおくにいたり，完結的なピラミッド構

造を完成した（注1）。

最高裁判所と高等裁判所という上位裁判所は，

中央および州の立法府ならびに行政府とは独立し

た統治機関として，憲法上独立の章の中で詳細に

規定されている（注2）。

これらの裁判所は，憲法上「記録裁判所 I(Courts 

of Record）とされ， 「法廷侮辱J(Contempt of 

Court）の刑罰を科しうる裁判所としてイギリス

の上位裁判所と同様の地位を有していると考える

ことができょう（注3）。

この裁判所は，その裁判管轄については，一般

に上訴裁判所とされるが悦o，以下のような事項

内す

安 信 的之田

については原審管轄権を有する。

最高裁判所は，中央と州との間および州相互間

の争いに関して原審管轄権を有し（注5），また第3

編の基本権（FundamentalRights）に規定された諸

権利の侵害に対して，指示，命令または諸令状

(writ）を発給することにより救済する権限が認め

られている（注U。

高等裁判所は，特定の法律に定められた諸事項

について原審管轄権を有し，またその管轄地域内

の基本権その他の諸事項に関して指示，命令およ

び令状を発給する権限が与えられている但7）。

これらの裁判官の任命，罷免および待遇などに

ついても，憲法は詳細な規定を置いており，その

身分保障を強化している。

まず第 1にかれらの任命権者は，州の高等裁判

所の裁判官ですら，大統領とされており，その住

命が司法権の独立を侵害しないように配慮されて

いる（注8）。またその任命資格についても規定がお

かれ，これらの裁判官の質の維持について，考慮

が払われている叩9¥

第2に裁判官の罷免についても，定年による退

任の他，その非行または無能力（misbehavioror 

incapacity）が証明され， これにもとづいて同一会

期内に議会の両院議員総数の過半数をもって支持

され，かつ，出席し投票を行なった議員の3分の

2を超える多数をもって支持された場合にのみ，

大統領が罷免することができる催問。

47 



1977080050.TIF

第3にその俸給は憲法第2付則に定められてお

り，手当（allowance），休暇（leave）および年金な

どの諸特権および権利は，議会制定法により定め

られ，任命後はかれらの不利益になるような変更

はなさオもることはなし、urrn。

最後に各裁判所の職員（川icersand servants）の

ι任命については，各裁判所首席裁判官またはかれ

の指名する裁判官の権限に属し，またこれらの職

員の給料を含む行政費用（administrativeexpence) 

は，中央または州の「統合基金」（ConsolidatedFund) 

から支出されると規定され，裁判所の財政的独立

が保障されている世12）。

もっとも上位裁判所ならびに裁判官の地位およ

び身分保障は，すでに1935年インド統治法におい

てその原型をかたちづくっており，インド憲法は，

独立を契機に基本権の守護者としてその裁判管轄

権の強化とともに，司法権の独立の強化という方

向でこれを再編したものであった。

州レベルの下位裁判所に関しては，前節で述べ

たように，すでに独立前に民事については，各州、i

において一定の相違があるが，（1)県裁判官裁判所，

(2）下級裁判官裁判所，（3）ムンシフ裁判所という 3

級の裁判所がおかれていた。他方刑事についても，

刑事訴訟法典にもとづいて，県裁判官が兼任する

セッションズ裁判所の他に，県マジストレート裁

判所，第 1級マジストレート，第2級マジストレ

ートと第 3級マジストレート叫l:l）という各級のマ

ジストレート裁判所が骸かれていた。

下位裁判所をめぐる独立前の最大の問題点は，

すでにみたように，刑事裁判官であるマジストレ

ートが行政的には高裁の監督に服するものでな

く，州、｜の行政府の監符下におかれてャたことであ

った。県レベノレのマジストレート職の頂点に位置

する県マジストレートは，県の地説官として州政
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府および地区コミッショナーの監督のもとに一切

の行政権能を掌握しており，また県内の治安およ

び警察の最高責任者でもあった。もっとも，20世紀

に入札民族運動の影響により，県マジストレート

の下のインド人マジストレートにっし、ては司法と

行政の分離が部分的に達成されつつあったといわ

れるが，これとてもこの県マジストレートの監督

に服していたのである。このような行政官が刑事

裁判官を兼任するという制度は，民族運動の抑圧

のためにはもっとも有効な制度であったことはい

うまでもない。しかし独立後の近代国家の理念か

らすれば不合理なものといわなければならない。

したがって独立後の課題の一つは，行政官によ

り担われてきたマジストレート裁判所を高裁を頂

点、とする司法裁判所のうちに統合することであっ

た。これが憲法第 4編，国家政策の指導原則中に

「司法の行政からの分離jに関する規定を設けた

理由である位14）。もっともこの課題は，このため

の人員増にともなう経費の増加を理由として，実

施；よ遅れたが，現在各州において，マジストレー

トを司法と行政に分離し（注15），司法マジストレー

トを高裁の行政監督のもとに服せしめるなどの方

法により達成されつつある。この方法は，具体的

には各州により相違はあるが，一般にこれまで県

マジストレートが有していた裁判管轄権を［首席

司法マジストレートJ(Chief Judicial Magistrate）と

いう新しい職を設けて分離し，これを一般に下級

裁判官クラスの司法職として再編成し，またこれ

まで一般に郡マジストレート（SubdivisionalMag-

ist則的が行使していた第 1級および第 2級マジ

ストレートの裁判官轄権を「司法マジストレート」

(Judicial Magistrate）として，ムンシブ・レベyレの

司法織として位置づけているといえよう世間。

したがって，現在の下位裁判所をその裁判官の
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クラスの！慎に整理すれば，（1）県裁；判所二ニセッシヨ

ンズ裁判所，（2）下級裁判官裁判所ごセッションズ

裁判官補裁判所h 首席マジストレート裁判所およ

び（3）ムンシフ裁判所二第1級および第2級司法マ

ジストレート裁判所という 3級の刑事・民事の裁

判所が置かれているといえる〈注17）。

これらの下位裁判所の裁判官については，現行

憲法は，第6編「チHJ(Stateめの第5章「チHにお

ける高等裁判所Jに続く第6章に「従属裁判所」

(Subordinate Courts）として合計 6条の規定を設

けているが，その任命に関する諸規定は， 1935年

インド統治法とほぼ同じである。

県裁判官についてみると，州知事が各高裁と協

議したうえで，これを任命しまたは昇任せしめる。

この任命のための資格要件は，（1）中央たはう1'Mの公

務に就いていること，（2)7年以上の弁護士経験を

有していることであり，後者の場合には高裁の推

せんを条件とする。この規定は1935年法第お4条

とほぼ同じと U、ってよい。ただ同法が州または中

央の公務に就いているものとして含意している者

は，主として高等文官を中心とする官僚であった

し，また現実にも高等文官職がその大多数を占め

ていた。しかし独立とともにこの職は蕗止され，新

たに設けられた「インド行政職」（IndianAdminis-

trative Service）悦18）は，文字通り行政職であって，

裁判官に任命されえないものとされている。これ

も「司法の行政からの分離jの一つの必然的な結

果であったといえよう。

独立の時点で，この文官職裁判官の廃止による

県裁判官の不足をいかなる方法により補充しよう

と構想されたのかは，き害者には明らかでないが，

少なくともニつの方法があったと考えられる。

第 1は，この県裁判官に経験豊かな弁護士を任

命する方法であった。この方法はすでにみたよう

インドの下佼裁判所

に1卯O年に入り，とくにインド人側より強く主張

されており，独立前においても部分的にではある

が実現されていた。この方法が徹底されれば，イ

ギリス型の法曹一元制度はこのレベルにおいても

実現される可能性があった。

しかし現実には第2の方法が採用されたといえ

る。すなわちこれまで高等文官職の下位に位置し

ていた「州公務員職J(Provincial Civil Service〕に

属する下級裁判官からの昇任を主とする方法であ

る。独立後，このクラスの裁判官を任命するため

に設けられた各州の「上級司法職」 (HigherJudi-

cial Service）の任命に関する規則からみても，ま

た後にみるように現実の運用からみても，下級の

裁判官からの昇任が多数を占めており，弁護士か

らの任命は補完的な地位を占めるにすぎない。

つぎに県裁判官以外の裁判官（下級裁判官および

ムンシフ）の任命に関しては，憲法第 234条に規定

されている。

同条によると，これらの裁判官は，州知事によっ

て，チH公務委員会（StatePublic Service Commission) 

および高裁との協議の後に，知事が制定した規則

にもとづいて任命される。この規定も1935年イン

ド統治法第 255条の規定に非常に類似している。

これらの裁判官とは，具体的には下級裁判官お

よびムンシフであり，植民地時代からイシ I'入が

任命された裁判官職であった。かれらはすでにみ

たように1892年以降， 川、H公務員職（司法〉」とし

て，州公務員とされていた。独立前より下級裁判官

はムンシフから昇任することとされていたようで

あり，この条の裁判官の任命とは，具体的にはムシ

シフ・クラスの最下位の裁判官の任命を意味する。

したがって煤裁判官，下級裁判官およびムンシ

フという下位裁判所裁判官は，上位裁判所裁判官

とは異なり，州知事により任命される， 「州公務
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員」であって，一般に，ムンシフから県裁判官へ

と昇任のルートにより結合されている官僚型裁判

官である。

しかし性質上一般の公務員とはいくつかの点で

異なった取扱いがなされている。

懲戒については，罷免は形式上は任命権者であ

る知事に属するが，実際には，高裁が，一定の調

査・審問手続にもとづいてなした報告にもとづい

てのみなされるのであって，これにもとづかない

罷免は無効である。罷免以外の懲戒処分は高裁の

権限に属する（注19）。

また憲法の規定によれば，県裁判官以外の裁判

官の職の配置（posting）および昇任（兵体的にはム

ンシフから下級裁判官への昇任〉および休暇の許可

については高裁の権限に属するものとし，県裁判

官の任命，昇任，およひ’職の配置については州知

事の権限に属するものとされているが（田町後者

の場合にも知事は高裁と協議するものとしてお

り，実際には高裁が決定しているといわれる。

このように下位裁判官は，その身分および地位

について，高裁の広汎な監督に服しており（注21〕，

この限りでその独立性が保障されているのであ

る〔注22)0 

以上の叙述によって，上位裁判所裁判官と下位

裁判所裁判官の聞には，憲法上かなりの相違のあ

ることが知られるであろう。

2. 下位裁判所の裁判菅轄権

下位裁判所の裁判管轄権に関しては，独立前か

ら，刑事については刑事訴訟法典，民事について

は各州の民事裁判所法および種々の制定法に規定

されている。したがって刑事については全国的に

統一されているといえるが，民事については州に

より若干の相違がある。

以下前節で述べた各級の裁判官にしたがって，

ラ。

各級の裁判所の裁判管轄権について概観するが，

高裁は，各法律にしたがい上訴管轄権を行使する

ことができることは当然として，これら下位裁判

所の訴訟手続に問題があるときにはいつでもこれ

に干渉することができるということは注意を婆す

るく注23)0

(1) ムンシフ（Munsi妊）・司法マジストレート

(Judicial Magistrate) C注24〕

ムンシブは，パンチャーヤト裁判所償却を除け

ば，州における最下級の民事裁判官である。マデ

ィヤ・プラデーシュ，パンジャープ，グジャラ一

人マハーラーシュトラでは，この職名はなく，

下級裁判官とともに f民事裁判守j (Civil Judgめ

を構成しており，ムンシフ・クラスの裁判官は，

「民事裁判官（下級〕」（CivilJudge くJunior＞）と呼

ばれている。

かれは，当然に原審管轄権を有するのみであり，

その係争額も限定されている。この上限は，ラー

ジャスタン，タミル・ナード，アーンドラ・ブ。ラデー

シュおよびケーララでは回収）／レピー， U.P.，西

ベンガyレおよびオリッサでは20001レピー（注26），カ

ルナータカでは， 1万ノレピー以下とされている。

州政府は，ムンシフに対して少額訴訟裁判所裁

判官の権限を与えることができる。かれは，この

裁判官として，法律に定める係争額の上限にいた

るまでの訴訟の他，この裁判官の管轄ができる事

項について，街易手続によって裁判をなすことが

できる。

また県裁判官，および下級裁判官は，一定事件

をムンシフに移送することができるほ27）。

司法と行政の分離の結果として，このクラスの

裁判官が，刑事裁判官である司法マジストレート

に任命されている（即日〕。都市部では，ムンシフと

司法マジストレートは分化されているが，地方で
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は，ムンシフ兼司法マジストレートとして民事・

刑事の両穫の事件を取扱っているといわれる。こ

の司法マジストレートは， 1973年の刑事訴訟法典

によれば第 1級司法マジストレートの場合， 3年

以下の拘禁， 5000！レピー以下の罰金またはその併

科を，第2級司法マジストレートの場合は， 1年

以下の拘禁， 1000ルビー以下の罰金またはその併

科を科することができる。

(2) 下級裁判官（Sub-ordinateJudge）・セッショ

ンズ裁判官補（AssistantSessions Judge）・首席

司法マジストレート（ChiefJudicial I¥fagistrate) 

下級裁判官という名称は，現在では，パンジャ

ーブ，デリー，ケーララ，タミ yレ・ナードで使われ

ており，他の州、｜では， 「民事裁判官」（CivilJudge) 

または「民事裁判官（上級）J(Civil Judge <'.Senior)) 

と呼称されている。

この裁判官は，民事の裁判官であり，特定の法

律に別段の定めのある場合を除き，係争額；こ関係

なく，管轄地域内の一切の事件について管轄権を

有する。

上訴管轄については，下級裁判官は，！果裁判官

が付託する場合，ムンシフからの上訴を審理する

ことができる。

また州政府は，この裁判官を少額訴訟裁判所裁

判官に任命することができる位掛。

刑事に閲しては，一般に，この裁判官’は刑事訴

訟法典に定めるセッションズ裁判官補（Assistant

Sessions J ud ge）に任命されている。かれは，この

裁判官として，同法典の規定にしたがって，死刑，

終身刑または10年をこえる拘禁の判決を除く一切

の刑罰を科すことができる償却）。この民事裁判官

とセッションズ裁判官補は筆者の知る限り兼任さ

れている。また一般に，このクラスの裁判官のシ

ニアーが首席司法マジストレートまたは副首席司

インドの下位裁判所

法マジストレート（AdditionalChief Judicial Magis-

trate）に任命されている。この場合には兼任の例

はみられない。この刑事裁判官は，死刑，終身刑

または7年をこえる拘禁を除く一切の刑罰を科す

ことができる（注目〕。

(3) 県裁判官・セッシヨンズ裁判官（Districtand 

Sessions Judge) 

県裁判官は，県レベルの司法の中枢であり，県

内の司法行政の責任者であって，それ以下の裁判

官の活動を監督し，定期的に高裁に対して報告す

る他，下級裁判官や，ムンシフの職の配置および

昇任についても大きな影響力をもっといわれる。

判事としては，県裁判官は民事裁判官であり，

法律に別段の規定のある場合を除き，一切の事件

について原審管轄権を有する。またこの裁判所に

原審管轄権を与えている法律も多い（注32〕。

県裁判官はムンシフおよび下級裁判官の判決に

ついて上訴管轄権を有している。その上限は，州

によって異なるが， 1～2万ルピーとされている。

したがって下級裁判官のこれ以上の係争額に関す

る事件の判決の上訴は高裁に対してなされる。

刑事に関しては，この裁判官は，同時にセッシ

ョンズ裁判官として死刑については高裁の確認を

要する他は，一切の刑罰を科する権限が与えられ

ている他部。またがれは，セッションズ裁判官お

よび各級のγ ジストレートの判決が7年以下の拘

禁の刑にあたる場合，その事件について上訴管轄

絡を有する（注34）。それ以上については，直接高裁

に対して上訴される。

この県・セッションズ裁判官を補佐する目的で，

扇l陳・セッションズ裁判官（AdditionalDistrict and 

h開 io酪 Judge）がおかれる場介がある。かれは司

法行政には関与しないが，判事としては， !Jr，・セ

ッションズ裁判官と同一の権限を有する。
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ついてはセッションズ裁判官であって，民事に関

しては， U.P.の場合は民事裁判官（下級裁判宮と

グまた現在U.P.およびマハーラーシュトラ，

マハーラーシュトラとグジャラー

1万印∞ルピーまでの係争事件iこっ

いて原審管轄権を有する。

その他の裁判所

同格〕であり，

トの場合は，

ジャラートにおいて民事・セッションズ裁判官

(Civil & Sessions Judge），裁判官補.Jiil］セッション

で裁判官（AssistantJudge & Additional 缶詰ions

Judge）という職名がみられる。かれは県裁判官と

下級裁判官の中聞に位置するものであり，刑事に (4) 

ドの司法制度の概略（現行〉

所判l事記高最
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以上に述べた裁判官でだいたい州レベルの下位

裁判官は網羅されるが，その他特殊な裁判所をあ

げれば以下のとおりである。

カノレカッタ，ボンベイ，およびマドラスには，

前節で述べた歴史的経緯から，以上述べた裁判所

とは異なった裁判組織を現在も維持している。

第 uこ市民事裁判所（CityCivil Court）がある。

3管区都市内の事件については， 1773年の最高法

院の設置の時から，最高法院のちには高裁の原審

部が原審管轄権を有していたことはすでに述べた

とおりである。しかしこの場合，高裁は管区都市

少額訴訟裁判所の管轄権をこえる一切の事件を管

轄しなければならず，またその訴訟費用も非常に

高いものであった。この問題を解決するために設

置されたのがこの裁判所であり，マドラスでは

1892年， ボンベイでは 1948年，カノレカッタでは

1957年に設置された（注35）。この裁判所は，首席裁

判官と数人の裁判官により構成され，マドラスで

は，一般に2万／レピー以下位36），ボンベイでは2

万50001レピー以下，カfレカッタでは 1万1レピー以

下の民事事件について管轄権を有している世間。

この裁判所の裁判官はすべて県裁判官レベルの者

が任命される（注38）。

次に管区都市少額訴訟裁判所は，先に述べた州

の一般の少額訴訟裁判所にくらべて，管轄権も大

きく，その係争額の上限も却（）（）Jレピーであり，こ

れは当事者が同意する場合1万ノレピーまで引上げ

られる。この裁判官については，言！帯裁判官には

県裁判官クラスが任命されるが，一般の裁判官に

は下級裁判官クラスの者が任命されている。

刑事に関しては，首席管区都市マジストレート，

(Chief Presidency Magistrate），管区都市マジストレ

ートがおかれていたが，現在では，刑事訴訟法典

上，かれらはそれぞれ首席大都市マジストレート

インドの下位裁判所

(Chief Me位。politanMagistrate），大都市マジスト

レートとみなされており惜39），裁判管轄に関して

は，それぞれ，首席司法マジストレ－ 1-，第 1級

司法マジストレートと同一である（注船。これらに

は，各々県裁判官クラスおよび下級裁判官クラス

の裁判官が任命されている。

最後に，これは裁判所とはいえないが準司法機

関についても触れる必要があろう。現在中央およ

び州レベルで，労働，租税，公務員の懲戒，土地改

革および選挙などについて審判所（Tribu田 I）また

は委員会（Committee）が設けられているe これら

の機関には，現職のあるいは退官した下位裁判官

が審判官や委員として参加している（注41¥

したがって，現在の州レベルの司法制度を裁判

管轄の面から図示すれば，第3図のようになろう。

〔注 1) 枢密院への上訴は， 1948年「連邦裁判所（管

轄権限拡張〕法」（Federal Court (Enlargement of 

Jurisdiction) Act）により制限され， 1949年「紹＊段

管轄権廃止法J(Abolition of Privy Council Jurisdi・

ction Act) Iとより廃止された。

（注2) 最高裁に関しては，第5編第4章「連邦可

話リ（UnionJudiciary）中iζ計23条の規定を，高主主iこ

関しては，第6編第5章IL「；！引における高等裁判所J

として言十23条の規定が設けられている。なお最高裁と

高裁は，制度上は独立した存在であり，最高裁は高裁

の判決に対して上訴管轄をもつが，何らの行政上の監

営権ももたない。最高裁は，わが箆のように強大な事

務総局ももたず，その事務1主任者ともいうべきレジス

トラー（Registrar）には，州の県裁判官レベノレの裁判

官が派遣されて，任命されているようであり，その事

務部門も高裁に比べて大きいとはいえない。

〈注 3) 滋法第 129条およ行主'l215条。なおここで

上位裁判所と下位裁判所という訴について｛、f汗する

と，両者はそれぞれ Superior Courts と Inferior

Courtsの訳語である。筆者は問中英夫氏の訳を採用し

た。その理由については，回中1j[;,k『英米の可法一一一裁

判所・法律家J京大出版会 1973年 5ベージの狩注を

参照のこと。内mカ蔵氏は，それぞれ上級裁判所とで

級裁判所という訳語をあてておられる。イギリスにお

ラ3



1977080056.TIF

ける両裁判所の相違については，上苦言書のほか，内回

力蔵「イギリスにおりる裁判官の任命と政治との関係

について一一『上級裁判所』と『下級裁判所』の区別

一一 I, II, 盟国一回・・」〔『国学院法学』第8巻第 2号，

第4号および第 9巻第 3号 1971～72年）および同「へ

ンりー・セシノレ著『イギリスの裁判官』 (1970）上，

中，下(I）」（『国学院法学』第10巻第2サ，第4号，

第11巻第2号， 1972～73年）など者参照のこと。

（注4) 最高裁に関しては窓法第132～137条。高裁

については，第 227条により一切の下位裁判所の判決

に対して上訴管特権を有する。なお憲法（第42次〉改

正法（TheConstitution <42nd An日日ndment)Act）第

40条を参照のこと。 （この改正は1976年末議会を通過

した。その後大統飯および各州のJf(J.:t.も終え発効して

いるといわれる。しかし本年3月の総選挙後 4月に新

政府はこの改正法を撤回する法案を準備しているとい

われる。本稿では両院通過段階の法案（Bill）によって

いる。以下同様。〉

（注5) 憲法第 131条。

（注6〕 憲法第32条。この刻主主ゆえに絞高裁は基本

権の守護者とよばれるのである。この問題に関しては

非常に多くの著作がある。もっとも今回の改正により

最高裁の違憲立法審査権は厳しく制限されている。（憲

法＜第42次改正＞法第 6条および第24条〉。

（注 7) 憲法第 226条。なお最高裁および高裁の令

状請求訴訟（writ戸山ion）につし、ては佐藤宏「イン

ド憲法における人権保障制度一一令状誘求訴訟（writ

petition）の分析一一」（大内泌総『インド憲法の制定

と運用』アジア経済研究所 四77年〕参照のこと。も

っとも高裁のこの権限も今回の改正により著しく限定

されたものとなっている。（憲法〈第42次改正〉法，第

38条および第39条）。この他に管区都市高裁およびグジ

ャラート高裁は，その沿革から市内の一定の民事事件

について原審管轄権を有しており，またカシミーんと

デリーの各高裁も一定額以上の事件について原審管轄

権を有している。

（注8〕 憲法第124条および第217条。

（注 9) 資格要科ii‘H尚総裁判官の場合，（1)5年

以上高裁の裁判官であった名，（2)10年以上高裁弁護士

であった者，（3）優れた法学者（distinguishedjurist）と

され（第124条第131項），高裁の場合には，（1)10年以

上司法職iこりいていた者，（2)10年以上高裁弁護士であ

った者とされている（第 217条，第(2）項）。

54 

（注10) 第 124条（4),（民および第 218条。

( l.lll) 第 125条および第 221条。各裁判官の俸給

は，月額で，最高裁首席裁判官 5000ルビー，裁判官

4000ノレピー， 高裁の首席裁判官 4000ノレピー， 裁判官

3500ノレピーである。

（注12) 第 125条，第 134条，第221条および第229

条。

rn 13) 1973年の新刑事訴訟法典は第 3級マジスト

レートを廃止している。

（注14) 憲法第50条。

Ci主15〕 この隙題については， 1950年代より，各州

致府から報告書が提出されてし、るが， 1950年代末の状

況については， Law Commission of India, 14th 

Report : Ref or明 ofJudicial Administratio河， New

Delhi, The Manager of Publication, Vol. 2, pp. 

850-863.が便利である。

(iU6) 1973年の刑事訴訟法典（t，この官官援に立っ

て，高裁以下の刑罰を科しうる刑事主主判所を，セッシ

ョンズ裁判所，セッションズ有者裁判所，下干席司法マジ

ス〉レート裁判所，第 1級司法マジストレート裁判所

および第 2級E司法マジストレート裁判所としている。

(Code of Criminal Procedure, S. 28) 

（注17〕 この分類は，下位裁判官のクラスl乙注目し

て並べたものであり，県裁判官とセッションズ裁判官

の場合を除いて，必ずしもすべて兼任されているわけ

ではなL、とくに下級数判官と下ii/（；司法γ ジストレー

トの派任の例はみあたらな1、。いずれも訴話法上は全

く)j¥Jj[l,j，ウ裁判所である。

(ill8) インド行政職については， Bhambri,C. P., 

A.dministrators i耳 a Changing Society, Delhi, 

National, 1972がある。また森矛IJー，落合淳隆『イン

ドの開発行政』アジア経済研究所 1974年，の第 1章

と第 3章の森論文を参照のこと。

（注目〕 Basu, D. D., Commentary on the Con・ 

stitution of I河dia,5th ed., Calcutta, S. C. Sarkar 

& Sons, Vol. 4, 1968, pp. 32-33白詳しくは， Ej飽，

Arunad, Service Law in India, New Delhi, Ashoka 

Law House, 1973, pp. 363-:-382; Dayal, Rameshw紅，

“Remedi田， Administrativeand Judicial, Relating to 

Administrative Functions of High Court，” Journal 

of India坦 LawInstitute, Vol. 4 (1962), pp. 536-551. 

（注20〕 憲法第233条および第235条。

（注21) 高裁の下位裁判所11'.関する監督について
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は（辻19）の文献のはかに LawCommission of India, 

14th Report: ...... , pp. 230← 251. 

（注22) Basu, op. cit., p. 32. したが勺てわが国で

寂近話題となった鬼頭裁判官補事件がイントで生じた

場介を想定すれば，かれが！泉裁判官と河格と考えてみ

た場合，国会の弾劾裁判所による罷免手続は安求され

ず，尚裁の過式な調査，ftvj｛＇；－にしたがい，知事志。これを

なしうる。しかしもしかれが高裁裁判？？であるとする

とわが凶の出免子絞よりははるかに厳しLι前述カぷ会

の罷免決議が安水される。もっともかれの場合および

数年前の日本裁判官in,?:再任拒否のような事例につい

ては，イントでは，かれらは高裁に対しと第 226条lこ

もとづく救済を求めうることが，少なくとも今回の改

正まで可能であった。改正後は新しく設置されるであ

ろう「審判所」（Tribunal）に救済を求めうるかどうか

は不明である。（憲法く羽（！42次改lE＞法，ゐ1'.!46条）。

（注2:l) もっとも今[t_i]O）憲法改正によ 1；このぷも大

幅1r;J;1JI恨され，高裁は上illr1旨・i容を行使しうるのみとな

ったようである。（御法＜第 42次改正＞IL，第46条）。

(tt24) 以卜の各裁判1干の管車1・権lこ関1る記jがよ，

1973年iとこロコn：：越；を:!'2：討していた IrdiPnLaw’Insti-

tuteの KusumVarma i壬の未発表のx;r.潟および氏から

のヒアリングにそv>）；、必分をflっている。その後の変

化は定かではなし、が，大きな変化はなし、ものと考えら

れる。

（注25) ，、ンプヤ ヤト主主判所についじよ， Law

Commission of India, 14th Rψort: ・・・..., pp. 874 -

925参照。

（注26) 州政府t丸 山定期間以上ムンシブを務める

絞判官lと対しては，その符結論ーを 1万ルビー主て手IJ・. 

げることが吃きる。

0127) U. P.，凶ベンカJ ノL‘プソサム主；よ n:r. ，；ツ

サでは， l県裁liJTIは，インド柱1*Jc法（IndianSuccession 

Acのそのf;iかの渋flt-r r:iをムンンフに移送でき，ラ

ジャスタンで［よ， ド級裁判官は白己の管害；？；地域内ゾ：〉

5000ノレピー以下の係q，額の事件をムンンフ i乙移jえで去

るとさjlている。

(it2品〉 Co【leof Criminal l：》rocedure1973 (lユ下

Cr. J》. C. と園持す一）， s. 29(2),(3), 鈎王11:11、？

l乙同す牛インド〈ノJf守州 Pごu,縦ll!J!: rm: ＇γ久 ιレー i」

(Sub-Divisional Mn記istrate）とし、－~.ぷが｛史 )l] されてい

たが， これは ii]l去と行政のスミ分離の影終であり，現1±

1とは，司法マジストレートと［1司じと考えてよい。

インドの下位裁判所

（注29) その係争額の上i浪は，ケーララ，およびラ

ージャ y、タンセは， 500ルピー， カノレナータカ， アー

ンドラ・ブラデーシュ，パンジャーブおよびタミル・

ナードでは2α〕Oルピーと定められている。

Ci主30〕 Cr.P. C., S. 28 (3). 

(tt31) Cr. P. C., S. 29 (1). 

u主32) このような法律として IndianSuccession 

Act, 1925; Land Acquisition Act, 1894; Indian 

Lunacy Act, 1912; Guarcliar羽田cl"¥Vards Act, 1890; 

Provincial Insolvency Act, 1920; Indian Divorce 

Act, 1869; Special 1'.farriage Act, 1954; Hindu 

:vfarriage Act, 1955などがあるといわれる。なお会社

法；などについての争いは高裁が原審裁判所としてあ

り，各種の審判所（Tribunal）の決定も直接高裁に上訴

される。

(it33) Cr. P. C .. , S. 28 (2). 

（注34) Cr. P. C .. , S. 374 (2), (:3）ー

れl:35) この市民事裁判所については，高裁の原審

営轄権の問題とともに， LawCommission of India, 

14th Report: .一・・・， pp.112--128.を参照のこと。

〔注36) 州政府は，必要と考える場合， 5万ノレピー

まで引上げることがで Eる。 1974年，マドラスの市民

事裁判所で 5万ルピーの係令額の事r11°が争われていた

のそ見学したことがある。

（江37) 法律委員会は，一般市長に対して安価な訴

以伐沼全 j）リて正義，；享受せしめるとい弓ニヵ裁判所

れ設｛立行的かム， 1万yレピー以下の事件i乙限定すべき

勺あると勧告している。 LawCommission of India, 

14th Report: ・・・0・， pp. 126, 128. 

（：主38) 法律委よ1会第14i大報告書はマドラスポ以事

裁判所の首席裁判官以外の裁判令は「州司法綴」であ

ろと述べている（Law Commission of India, 14th 

Report: .. 0 ・， p.117）が，現庄はj二総司法織の裁判

官が任命守されている。

(it39) Cr. P. C.,S. 3(2）.この首席六割；rli・，シス

トレートおよ f戸大都rJ；マシストレート l士，人 fl100万

人以上の都市であって，州政府が高裁と協議のうえ公

告により折山する地かえについて鐙かれる。（Cr.P. C., 

S.16)o大都市の狩1干のj氾界iζ対処することを目的とし

ている。 LawCommission of India, 41st Report: 

Amendment of Code of Criminal Procedure, New 

Delhi, 1969, p. 17. 

0±40〕 Cr‘P.C., S. 29(4）ー

ララ
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（佳41) 準司法機関の問題iこりいては， Singh,M. 

M., Justice by Tribunal, New Delhi, VVorld Press, 

1973がある。また下山瑛二「インド憲法下にあ（；＇る地

租行政と地租裁判所一－MaharashtraLand Revenue 

Codeを中心にして」（大内編 新j括主）。これらi'¥t司

法機関の決定については，高裁が符結f撃を有していた

が現干巨これは微妙である（憲法〈涜42次改正〉法第40条

および然46条参照）。

III 下位裁判官の在命と昇保〈注 1)

1. 1 •l•N司法職j の任命の製

これまでみてきたように， 「州司法職J(State 

Judicial Service）とは，憲法第234条にL、う県裁判

官以外の裁判官のことであり，具体的には下級裁

判官およびムンシフ・クラスの裁判官を指す。こ

の規定にもとづき，各州、｜でかれらの任命のための

規則が設けられているが池2），これらの規則は，

最下級の裁判官であるムンシブ・クラスの裁判官

の佳命については一般に州公務委員会がこの選考

を主催し，これにもとづき知事が任命するという

とと，および下級裁判官への昇任については高裁

の権限に属するということについては，だνたい

各州で共通点がみられる。しかしこの世命につい

ては，いくつかの相呉がみられ，一応，これを大

きく（1）北インド型，（2）ボンベイ型，および（3）病イ

ンド型の類型に分類することができょう。

(1) 北インド型

ピハーJレ，オリッサ，ヒマーチャノレ・プラデーシ

ュ，ラージャスタン，パンジャーブ，ハリアーナ

ー，チャンヂィガノレ， U.P.およびデリーがこの

範鴫に属する。

これらの州の特徴は，その任命について必ずし

も弁護士経験を要求しておらず，州公務委員会の

主催する競争試験にもとづいて任命されるという

ことである。

ぅ6

以下， U.P.およびデリーの規則を中心に検討

してみよう。

受験のための資格要件は，第 11こインド国民で

あることは当然として，デリー以外の地域では州

内iこ一定期間居住していることを要求している場

合がある。 U.P.の場合5年以上の居住を要件と

している。このような要件がなくとも，現実に試

験課呂に州公用語が含まれている結巣，州内の出

身者が圧1倒的であるといわれている。

第2の資格安｛牛は，大学の法学部または法科大

学（LawCollege）の法学士号を取得していること

である（注3＼他の型の州のように弁護士経験は必

ずしも婆求されていなL、。デリーの場合「1961年弁

護士法にもとづき弁護士として活動している者ま

たは弁護士として認められる資格を有してv＇る

者jと規定されているが，問弁護士法では， 「イ

ンド弁護士会（BarCouncil of India）により認めら

れた大学の法学士は弁護士」として登録される

(enroll）資格を有するのであるから惜4）＇これらの

大学または法科大学の法学士であればよいことに

なる。 U.P.では端的に l知事がこの罰的で認め

る大学の法学士j としている。

第 3に，年齢制限については，これらの州では

弁護士経験を要求していない結果他の州にくら

べて若子低くなっており， 21～32歳とされてい

るゆ5J。一般に他の公務員職と閉じく指定カース

トと指定種族に対しては，この年齢制限の引上げ

や，一定数の職が留保されている。

採用試験は，デリーを除き州公務委員会が主催

する。ほとんどのリ、！？で，この試験は筆記・口述の

2段階に分かれている。 U.P.を例にとれば，

記試験の課目は，一般教義として，（1）エッセイ（英

語論文）， (2)J十j公用語（ヒンディ・英訳，英・ヒンヂィ

礼文法），専門課目として，（1）法律1：実体法
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一ーパートナーシップ法，契約法，不法行為，財産

譲渡法（衡平法を含む入信託および特定救済（special

relief）に関する衡平法，ヒンドゥ一法，ムスリム

法，（2）法律2：手続法一一証拠法，刑事・民事訴

訟法とされている（注6）。この採点については，う

えの法律2課目が邸0点中600点を占めている。

この筆記試験の後，口述試験が行なわれるが，こ

こでは司法職としての適格性が問われ，専門的知

識よりも一般的能力の評価に重点がおかれる。こ

の口述試験の点数は 150点を満点と Lており，こ

れが先の筆記試験の点数に加算される。

この試験の成績順；こ公務委員会はリストを作成

し，これに採用に関する適否を付して，州知事に

提出する。それと同時に身体検査が行なわれる。

知事はこのリストを受けとると州高裁に勧告を求

め，その意見を参考にして，そのリストの最上位

インドの下位裁判所

の者からその能力を考えて，任命の選考を行なう。

そして欠員のあり次第このように選考された者が

その職に任命されるのである。

このように， U.P.の場合は，規則上，ほとん

どの選考手続は公務委員会が主擢し，高裁は，最

終の段階でその選考に参加するにすぎない。

しかしデリーの場合には，これらの筆記試験は

高裁がなすものとされ，口述試験についても高裁

の代表者が支配的である「選抜委員会J(Selection 

Committee）氾わがなすものとされ，高裁の発言力

が非常に大きいように恩われる。

いずれの州の場合でも，州知事の任命後一般に

2年間は試傭期間とされる，この期間を無事に務

めてはじめて完全な意味での州司法職の公務員と

しての地位を得るのである。

このように北インド型の規制では，第 lに弁護

任命

第4殴 北インド型の下位裁判官の任命と昇任（デリーの例）

,:'1j':'j'／.主 l'IJ/iJi裁判官
E・「、

:Jr. 
:H 

lOij'以上の経験

任命

7:t.ド以｜：の経験、 35-
45歳

リA・セ γ ションス絞れJu
品Ul'i＼.七ソションス裁判r

2
上
級
司
法
職

、11
i
l－
－
1
1
1
1
1
J

ド級裁判官（上級

セyションズ裁判下n借1:

下級裁判官（初級） 2) 

首席司法7〆ストレート 5)

副首席司法マンストレート 4
可
法
職

司法マジストレート
任
命

競争試験 i大j戸法学上
弁浅:f: 資格要件 t30歳未iiMJ

（注〕 1) この他下級裁判官（上級）が任命される少額訴訟裁判所裁判官，下級裁判官（初級〕のシニア〔任命
後約5年〕が任命される借地借家統制官（RentController）がある。

2〕 デリーの場合，ムンシフという諾の代わりに，下級裁判官（初級〕とされている。
3) U.P.の場合は上級司法職の紋下位に，民事・セッションズ裁判官がおかれている。
4) 阿べンガJレの場合，チH可法職の任命について，半数を高裁が弁諮土中から任命するとされている点、で異

なる。
5) 首席司法マジストレートは，西ベンガノレ，オリッサなどでは上級司法職に属している。もっともデリー

の場合にも1973年の刑事訴訟法典により，この職は， 「首席大都市マジストレートJとされ，上級司法職の裁
判官が任命されていると推漢ljされる。

ラア
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士経験を要求せず，第 2にその結果として厳格な

競争評験により任命するという点に特徴がある。

もっとも，第 1に関しては，受験者の多くは，大

学の卒業後弁護士あるいはその他の法律関係職に

勤めている者であるといわれる惟8）。

なお，この型とボンベイ型の中間に西ベンガル

の制度が位置しよう。同州においては，州司法職

の欠員の50%は北インド型の諸チト！とほぼ同ーの資

格要件をもって州公務委員会の行なう競争試験

（試験課目もほぼ同様〉により選抜されるが，残り

の50%については，州公務委員会は発言力を有せ

ず，高裁が3年以上の弁護士経験を有する者の中

から推薦し，これにもとづいて知事が任命するも

のとされている。

またジャンム・カシミー／レでは司法職任命につ

いて 2年以上の弁護士総験を要求しているが，そ

の任命手続は北インド型の諾州と同じである。

この北インド型の下位裁判官の任命・昇任のチ

ャートを作成すれば第4図のとおりであるの

(2) ボンベイ型

マハーラーシュトラ，グジャラートの 21十！がこ

の型に騰する。この両州は歴史的経緯からその規

則はほぼri:uじである。以下マハーラーシュトラ州

を中心に述ベょう。

これらの州では，他州、！と異なり，司法職と上級

司法職という 2規則jを有しておらず，間一規則中

に I下級職J(Junior Branch）と「高級職J(Senior 

Branch）の 2職を分類し，さらにこの「下級職」

を「第 1級J(Cl制 I）と f第2級J(Class II）に再

分類してし倍。この下級職第 1級とは，下級裁判

クラスの裁判官職であり，（1）ボン dミイ以外の少

額訴訟裁判所裁判官，｛2）民事裁判宵（上級入およ

び（3）ボンベイ少額訴訟裁判所裁判官および管区マ

ジストレートからなゥており，下級職第2級は，

ラ8

ムンシフに相当する民事裁判官（下級〕および第

1級司法マジストレートiこより構成されている。

こので級職第2級の裁判官の任命は，（1）弁護士

中からの指名（nomination),（引退官民事裁判官（初

級〕の裁判官の再任，（3）その弛の公務員からの指名

の3者に分かれるが，現実には（1）の方法が圧倒的

であるといわれる。この住命方法i土，少なくとも

3年以上の弁護士経験を有する者から，，J+I矢口事が

州公務委員会と協議して任命する。この場合州公

務委員会は，候補者と面接して選考する。ほかの

州のように厳格な試験は行なわれない但9）。この

間接試験には高裁の代表者が参加するが，かれは

公務委員会を専門的見地から助力するがその決定

に際して投票権はないL注JO）。年齢制限は，21～35歳

とされる。またこの受験者は，市民事裁判所首席

裁判官，少額訴訟裁判所首席裁判官，首席管区マ

ジストレートまたは県裁判官というボンベイ市ま

たは県の司法の責任者から，英語およびマラティ

ー語（グジャヲート十Mの場合はグジャラーティー語〕の

能力に関する説明書を取得しなければならない。

在命後2年間の試鏑期間がある。

下級裁判官グラスの裁判官職である下級職第 1

級裁判官のうち，ボンベイ市以外の地に配属され

るボンベイ以外の少額訴訟裁判所裁判官および民

事裁判官（上級）の裁判官は，ほかの外！と閉じく，

民事裁判官（下級〉から高裁が昇任せしめるが，

ボンベイ市内で活動するボンベイ少額訴訟裁判所

裁判官および管区マジストレートの任命方法は若

干異なる。かれらの半数は一般の民事裁判官（上

級〉，民事裁判官ぐド級〕および第 1級司法マジス

トレートから高裁が昇任により任命するが，強り

の半数は，州公務委員会が，これらの者に加えて

ら年以上の経験を有する弁護士中から面接試験

により指名し，これにもとづいて知事が任命す
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インドの下位裁判所

会の行なう面接試験だけで任命されることであ

る。

カノレナータカの場合は，両チHのように都市に関

一律に 4年以上の弁護士経験を

有する他は，北インドの諸チト！と同じく公務委員会

が行なう筆記試験を含む競争試験にもとづき知事

する特例はなく，

るが，投票権は有しない。この指名iこもとづく任

命については年齢制限は45歳とされている。弁護

士から指名により任命された者は通常 1年間の試

傭期聞に服する。

この場合も高裁の代表者が面接に参加する（注11)。

この型の特徴は，（1）すべて以上述べたように，

またムンシブから下級裁判官への昇任

は高裁の権限に属する。

マハーラーシュトラの下位裁判官の任命・昇任

のチャートは第S図のとおりである。

が｛壬命し，の任命にわたって弁護士経験を要求していること

と，（2）かつてのムファッサル地域と都市部（ボン

ベイ，アーメダバーのを区別し，後者に関しては下

級裁判官クラスの裁判官にも直接任命の道を開い

ていること，（3）筆記試験は行なわれず州公務委員 荷インド型{3) 

H 1巳i

ボンベイ型の下｛え裁判ι古の任命と昇任（マハーラーシユトラの例）第5図
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タミノレ・ナード，アーンドラ・プラデーシュ，

ケーララおよびゴアがこの型に属する。

これらの州の制度は，一般の経験を有する弁護

士からの公募のほかに，裁判所の事務官やそのほ

かの州下級公務員からの転任による採用を認めて

いる点でほかの型とは区別される。

タミノレ・ナードの規則では，最下級の裁判官で

ある県ムンシフの任命については，弁護士からの

直接任命の方法と，高裁の副レジストラ一様，法廷

書記，通訳，および速記官，県裁判所，および下級

裁判所の首席書記，シェリスタダーノレ（Sarishtadar)

などの裁判所事務官ならびに下級マジストレート

職の爵iマジストレート（Sub-Magistrate）および酎

第1級マジストレート（Additio田 11st Class Magis-

trate）などの他， 州法務省の下級公務員からの転

任（transfer）による任命を認めている位12）。もっ

とも弁護士からの直接任命は各20の任命のうち11

以上を占めるものとされている。

いずれの任命も，州公務委員会が知事が必要と

考える試験にもとづいて桂命適格者のリストを作

成する。このリストに記載された者は，承認候補

者（ApprovedCandidate）として有給で 6カ月間の

訓練期間に入る。

弁護士からの直接任命の場合には，その年齢昔話

任命

10'1以｜知弁護1経験

弁｜

1目立トJ王金
τtげ年以＂ :Cc弁護士経験

第6図 南インド型の下位裁判官の任命と昇任（タミル・ナードの例〉
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（注） 1) この県・セッションズ裁判官および副県・セッシヨンズ裁判官という上級司法職は，市民事裁判所首
席裁判官，同副裁判官，管区マジストレートおよび少額訴訟裁判所首席裁判官を含む。

2) 下級裁判官クラスは，市民事裁判所裁判官補，少額裁判所裁判官，第2級，第3級の首席管区マジスト
レートを含む。

3) 県ムンシフ・クラスの裁判官として管区マジストレートがある。
4) 県マジストレート（DistrictMagistrate），郡マジストレート（Sub-DivisionalMagistrate）は議査時点で

は，そのように呼称されていたが，現在では各々首席司法マジストレート，および司法マジストレートとされ
ていると推測される。

5) アーンドラ・プラデーシュでは，タミル・ナードの「下級マジストレート職」（SubordinateMagisterial 
Service）は，司法職中に含まれてヤ0o

60 
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インドの下位裁判所

第7図 南fンド型の下位裁判官の任命と昇任（ケーララの例）
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高級士｜ I 県・セ y ションズ裁がj宮

副県・七、ソションズ裁判官

＂宝」持恥土 a可穴
与下H:

45品投まで 下 級 よ丸 平IJ n りI~ マジストレート 1)

司法事民 昇 与／.

ff: f干： Jfll 
再議

U，し ム rn：マジストレート
事/ 、 ン フ

ff: ;'3 ,1<J. f壬 法

J,'J、 転任対以下 職

命l二 副第1級7 ジストレート

5年以上の弁護士経験 下級マジス「レート

35,,lまてー
任命

弁兵士 3年以上の弁議i：経験 F級公務員32歳まで

（注） 1〕 調査時点では，県マジストレートは刑事司法職の頂点にあるが，県裁判官に昇任されることはない。

そして県裁判官の行政上の監督にE反するとヤうことであった。

限は32歳未満であり， 3年以上の弁護士経験を要

求されてu、る。転任による任命の場合は45歳未満

であるが，法学士である必要はなく，一般の学士

(B. A, B. Sc, B. Com.）で十分である。いずれの場

合もグミノレ訴の知識を資格要件に加えている。

これらの公開競争（opencompetition) C注13）による

任命の他に，指定カーストおよび指定部族iこ16

%，後進階級（BackwardClass）に25%，計41%の

職をこれらの層に留保しているのもこの州の特徴

である。

この承認候補者は，県ムンシフの欠員のあり次

第知事によりうえの留保数にしたがって任命され

る。この任命順序は規則に詳しく定められている。

このようにして任命された県ムンシフは， 2年

間の試傭期間に人り，高裁の監督下で裁判官とし

て活動するが，その期間に行政職のための会計試

験およびタミノレの試験に合格しなければならな

い。この期聞を無事に終えると高裁は，試備期間

の終了を宣言し，これによりかれは，完全な意味で

の県ムンシフとなる。したがってタミル・ナードの

場合，実質的な意味での任命権者は州知事ではな

く，高裁であるところが，ほかの州と区別される。

アーンドラ・プラデーシュの場合には，タミノレ

・ナードでは外i司法職に含まれていない下級マジ

ストレート職をも州司法職に含めている点を除け

ば，タミノレ・ナードと同じであると考えてよい。

ケーララは1973年まで直接任命の要件を 5年以

上の弁護士経験とし年齢制限を35議宋満としてし、

る点を除けば，タミル・ナードと同じであったが，

同年司法職に参入を認められていた下級マジスト

レートが，とくに県ムンシフの兼任する郡マジス

トレート（Sub-DivisionalMagistrate）に参入する機

会のi浪られているととが問題となり，県レベルの

司法職を民事司法職（CivilJudicial Service）と刑事

司法職（CriminalJudicial Service）に分離した。こ

れにより，県ムンシフは従来通りの任命方法によ

るが，郡マジストレートと兼任できなくなり，郡マ

ジストレートは，下級マジストレートからの昇任
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により任命されることとなった。またこの結果と

して下級裁判官は県マジストレートに径命される

ことはなくなり，この職はもっぱら郡マジストレ

ートからの昇任により埋められることとなった。

タミyレ・十一ド，ケーララの下位裁判官の任命

・昇任のチャートを示せば第6図，第7図のとお

りである。

2. ~1111 司法職内での訓練および昇任

このようにして任命されたムンシフ・クラスの

裁判官は，すでに述べたように，高裁の監替下に

おいてだいたい 2年間の試傭期間に服する。この

期間中は，これらの裁判官は完全な意味での州司

法職公務員とはみなされず，一般の州司法職公務

員に与えられてL、る身分保障を享受してし、ない。

したがってこの期間中は知事あるいは高裁は，十

分に適式な手続を経ずに，これらの裁判官の罷免

あるいは正式な任命の拒否を行なうことができる

といわれている。

またこの期間中に一定の訓練がなされるのがふ

つうである。この訓練については，タミノレ・ナー

ドの規則に詳しく規定されているのでこれを紹介

すると以下のとおりである。

A 地税局（RevenueDepartment）での訓練

(1) 村書記（villagekarnam）および村長（head-

man）のもとでのブィーノレド・ワークおよ

び村帳簿の管理を含む経常的業務－－ 4週

間。

(2) i：地記録 (l也j活｜に関する知織を？？まけの？？

理，書記（karnam）および地租検査官（Re-

venue Inspector）による調査原則および調交

記録の管理一－ 3週間。

(3) 地租検査官とともに一一 1遡問。

(4) 下級耀i統監督官（MinorIrr叩 tionOverBeer) 

のもとで擢i銃規制に関ナる基礎原則－－ 2
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週間。

(5) 土地記録の作成を含む査定の管理～ー 1

週間。

(6) タルク（郡〉事務所において土地記録と

政府会計書類の管理一一2週間。

B 司法局 (JudicialDepartment〕での訓練一一

計13週間

(1）記録簿（registe吋の管理および検査書類

(not古sof inspection）の作成（少なくとも訓練

終γまで一通は作成すること）を含む県ムン

シフ裁判所での事務的業務

(2) 県裁判官により審理のために選択され，

移送された事件iこっし、てマジストレートま

たはムンシフとしての実際の裁判実務。マ

ジストレートからの転任により任命された

者は民事事件につU、てのみ。

u. P.の場合，ムンシブとしての裁判を行なう

前に 4～6週間，第 1級マジストレートに任命さ

れる前に 3週間の実務訓練が行なわれる旨報告さ

れてし、る惜14）。

この訓練が，タミル・ナー iごの場合を除き不十分

であることは法律委員会の第14次報告書でも指摘

されているがi注15），現在でもこのことはそれほど

改誇されていなし、といわれる。各州iこ主計、て任命

当時はムンシフ裁判官として県裁判官の監督下に

おいて裁判を行なうが，刑事裁判官としてはすで

にマジストレートの経験を有してし、る者を除いて

当初第 2級マジストレートに任命され， 6カ月な

いし 1年間制マジストレートとしてその管轄権を

行使した後に，第 1級マジストレートに｛壬命され

ているようである。

先に述べたように，これらの裁判官は知事によ

る桂命後は，ほぼすべての事項について高裁の監

督下に織するが，具体的には県裁判官がこれらの
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裁判官の処理件数，勤務成績などについて定期的

に高裁に報告するという方法によりなされてい

る。

任命後だいたい10～15年でムンシフは，下級裁

判官に昇任するのがふつうである。この昇｛壬は，

高裁の専権：事項とされており，規則上在任期間と

勤務成績により決定されるとされているが，実際

においてはすべての州で一般に下級裁判官に欠員

のあり次第ムンシフまたは第 1級司法マジストレ

ートの最古参が昇任されるといわれている。

先述のとおり下級裁判官は刑事裁判官としては

セッションズ裁判官補とされているが，この裁判

官に任命される前に県・セッションズ裁判官のも

とで刑事裁判官としての訓練をうけるのがふつう

である。

また下級裁判官のクラスのシニアは，刑事訴訟

法上の！尽レベルの司法マジストレート職の責任者

でもある首席司法マジストレートに任命される。

なお先に述べたように，ボンベイ型の州におい

てはー症の下級裁判官は弁護士から直接に任命さ

j凡る。

このムンシブ，下級裁判官は，高裁の監替下に

おいてその資格にもとづU、て管轄権を行使する

が，高裁や！県裁判所の事務官（ollicer）や州政府の

法務省さらに少｜、ルベyレの準司法機関に出向して州

レベノレの法律行政のー闘を担うのである。

この司法臓の俸給は，各州初規則により定めら

れる。高裁裁判官の場合とは異なり， ti・給誌I］であ

り，一般に州行政職公務員とi司じとされている。

1973i子2月におけるデリーの給lj.スケーノレは， :VJ

任給は400ルピーであり， 4年i湖毎年昇給してら00

ルピーへ，その後毎年一定額ずつ斜給L，計17年

の勤務を経て 900ルピーに弁給寸る。その後はセ

レクション・グレー iごとされ，司法臓の鼓否認給J壬

インドの下位裁判所

は1250！レピーであった惜16¥

3. 州上級司法職

「州上級司法職」（StateHigher Judicial Service) 

は，かつての高等文官職（司法）および州公務員

職（司法）の上級部分に代えて独立後iこ設けられ

たもので，州下イ立裁判官の上層部分を構成してい

る。

この職は県裁判官を中心とするが，日I］県裁判官

を含み，かつての 3管区都市の市託事裁判所裁判

官，小額裁判所片席裁判官および首席管区マジス

トレートもこのクラスとされる他，西べンガノレ，

オリッサなどでは首席司法マジストレートもこの

ランクとされるc また1973年刑事訴訟法により設

けられた首席大都市マジストレートもこの職に属

する。さらにU.P.，マハーラーシュトラ，グジャ

ラートなどでは，民事・話I］セッションズ裁判官

(Civil & Additional Se日ionsJudge）および裁判官

補（Assist旦ntJudge）がこの職の最下級におかれて

いる。

この上級河法職への在命は，憲法により，（1）州司

法職からの昇任による任命，（2)7年以上の経験を

有する弁護士からの直接任命に分かれる。いす2れ

も，形式上は知事がその任命権を手干しているが，

司法職の任命の場合とは異なり，，J,j,J公務委員会は

これには関与せず，一般に高裁がその手続を主催

する。

その任命の手続につL、ては，このクラスの職に

欠員が生じた場合，高裁（円17）が司法職裁判官中ま

たはうえの要件を満たす弁護士から適格者を選考

して知事に勧告し，これにもと J 九、て知事が任命

する。

司法織からの外任による任命の場合には，ムシ

シフから下級裁判官への昇任の場合とは呉なり，

規則上も実際iこも能力の評価が中心となるが，だ
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いたい下級裁判官クラスの裁判官を 5～10年務め

てそのチャンスを与えられるといわれる。マハー

ラーシュトラ，グジャラートの場合は当初裁判官

補に任命されるが，この場合46議未満という年齢

制限が課せられてヤる。そのほかの州の場合昇任

による任命については年齢の制限は存在しない。

この任命に際しては，高裁は各県裁判官から意見

を聴き，その勤務成績を考慮して決定し，特別の

試験のようなものは行なわれない。

弁護士からの直接任命につし、ては，各応募者の

中から面接によりその職にふさわしい者を選考す

る。この場合ほとんどの州で35歳以上45歳未満と

いう年齢制限が付せられている。なおマハーラー

シュトラとグジャラートの場合任命される最初の

職は昇任による任命の場合と異なり，裁判官補で

はなく県または副県裁判官である。 U.P.の場合

は昇任の場合と同じく民事副セッションズ裁判官

である。

この昇任による任命と弁護土からの任命の比率

はほとんどの州で規則j中に定められており，高裁

はこの比率にしたがっていずれの任命によるかを

決定するが，次節にみるように昇任による方法が

圧倒的に多い。

任命後1～2年間は試傭期間とされるが，この

終了後は，欠員のあり次第州下松裁判官の最高の

職である県・セッションズ裁判官に昇任する。こ

の上級司法職での昇任は，シニオリティにしたが

って行なわれるとし、われる。もっともマハーラー

シュトラとグジャラートの場合市内の下位民事裁

判所の要であり，かつ上級司法職の最上級職であ

る市民事裁判所首席裁判官（注18）には，県・セッシ

ョンズ裁判官の経験者は任命されえず，市民事裁

判官のみが昇任する。この理由は管区都市の司法

手続の特殊性によるものと考えられ，そのほとん
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どが弁護士から直接任命された裁判官から任命さ

れるといわれる。

この上級司法職裁判官は，県・セッションズ裁

判官として県レベルの司法の中枢を占めるばかり

でなく，種々の司法行政分野に参加する。第1に

高裁の事務局長ともいうべき「レジストラーJ(Re-

gistrar）および「副レジストラー」（AdditionalRegis-

trar) C注1めには県裁判官レベルの裁判官が任命さ

れ，高裁として下位裁判官の汚職などを監督する

監察官（InspectingO伍ceめにもこの職の裁判官が

任命される。このようにしてかれらは，県レベル

ばかりでなく，高裁の行政・監督部門においても

首席裁判官の指示のもとに活動している。

第2に一般に，かれらは，州政府の法務長官

(Judicial Secretary to the State Government）に任命

され，州政府の立法および司法行政の中枢に関与

している。

第3に中央および州レベルの各種の委員会や審

判所という準司法機関に派遣され，その主要な構

成員として活動している。

かれらの俸給は，その歴史的性格から，インド

行政職の公務員と同等とされており，デリーの場

合9001レピーから2750／レピーである（注加。

このようにしてかれらは，州司法の最上層に位

置し，残された道は定年（一般に開設とされる〉で

退官するか，その前にチャンスをつかみ，高裁裁

判官に任命されるかになる。（つづけ

（法 1) この節の記述は，筆者の海外派泣中（1972

1ト7fl～74:f]c」 6JJ)に行なった各州高裁でのヒアリン

グのノート，入fしえた資料をもとにしている。

（注2) 筆者の入手または参照しえた上級司法職お

よび司法職に関する鋭則は以下のとおりである。 〔入

手または参照順）

Raja,than; The Rajasthan Higher Judicial Service 

民ul剖 1969.

1 he Rajasthan Judicial Service Rules, 1955. 
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Gujarat; The Gujarat Judicial Service Rules, 1961. 

Maharashtra; The Bombay Judicial Service Re-

cruitment Rule～1956. 

Goa etc.; The Goa, Daman and Diu Civil Service 

(Judicial Branch) Rules. 

Delhi; The Delhi Higher Judicial Service Rules, 

1970. 

The Delhi Judicial Service Rules, 1970. 

Punjab, Haryana; The Punjab Civil Servic日(Judicial

Branch) Rules. 

日 P.; The Himachal Pradesh Judicial Service Rtト

!es, 1973. 

Jammu & Kashimir; The J & K Civil Service (Ju・

clicial) Recruitment Rules, 1967. 

Karnataka; The Mysore Munsiffs (Recruitment) 

Rules, 1958. 

The Mysore (Karnataka) Civil Judges (Recruitme-

nt) Rules, 1966. 

The Mysore (Karnataka) District Judges (Recru-

itment) Rules, 1962. 

Kerala; The Kerala State Higher Judicial Service 

Rules. 

The Kerala Civil Judicial Service Rules, 1973. 

The Kerala Criminal Judicial Service Rules, 1973. 

Tamil Nadu; The Madras State Higher Judicial 

Service Rules. 

The Madras State Judicial Service Rules, 1955. 

The Madras Subordinate Magisterial Service 

Rules, 1954. 

U. P.; The Uttar Pradesh Higher Judicial Service 

Rules, 1953. 

The Uttar Pradesh Civil Service (Judicial Servi-

ce) Rules, 1951. 

Bihar; The Bihar Superior Judicial Rules, 1946. 

The Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Recru-

itment) Rules, 1955. 

W. B.; 'I、he 札＇estBengal Higher Judicial Service 

(Direct Recrnitment) Rules, 1956. 

The West Bengal Civil Service (Judicial) Recruit-

m剖 1tRules. 

Orissa; The Orissa Superior Judicial Service Rules, 

1947. 

The Orissa Judicial Service Rules, 1964. 

インドの下位裁判所

A. P.; The Andhra Pradesh Higher Judicial Service 

Rules, 1959. 

The Andhra Pradesh State Judicial Service Ru司

les, 1962‘ 

（注3) インドでは，アメリカと同じく大学法学部

ないし法科大学への入学資格は，学士号（B目 A,B. Sc, 

B. Com）を取得していることを要件としている。こ

の犬学の法学教Tiについては， Agrawala,S. K. ed., 

Legal Education in India, Pァ叫lemsand Perspec・ 

tives, Bombay, Tripathi, 1973参照のこと。

（住4) Advocate Act, 1961, S. 24.もっとも弁護

士会（BarCouncil）は，弁護士資格を与えうる犬学を

承認し，その灯台りのために各大学を識査する権限を有

するとされている（AdvocateAct, 1961, S. 7). 

（注5) 各州の年齢制限は，デリーでは 21～27歳，

U.P.では22～27歳， ピハーノレでは25～29歳， ヒマー

チャノレ・プラヂーシュでは21～27裁，オリッサでは22

～27歳，西，：ンガノしでは21-27/J丸ラージャスタンと

ジャンム・カシミーノレでは32歳未満とされている。ち

なみに法学部の一般の卒業年齢は21歳である。

（注6) 試験が築記試験と口述試験iζ分かれている

こと，および玄記ぷ験が（1）英語，：21J-li公用語，（3Uミ体

法，（4）手続法治ーらなっていることは，だいたいすべて

の州で同ーである。法律委員会第14次報告書は，試験の

重点を法の知識を陪記するということでなく，所与の

事一実iζ対するt去の適用におくべきこと，すなわちケ

λ ・メソッドか採矧されるべきであるとしている。

Law Commission of India, 14th Report J…， pp. 175 

-176.入手しえたパンジャープの PunjabPublic Ser-

vice Commission, Punjab Civil Service (Judici・d

Branch) E.ramination, June 1971ーによれば， ケ

スの検討がかちりある。

〔注7〕 この委員会は，（1）高裁の首席裁判官または

かれの派遣する者，（2）高裁首席裁判官の指名する 2名

の高裁裁判官，（3）首席長官（ChiefSecretary), (4）デリ一

行政官（Administrator）の指名する 1名の長官（Secre-

tary）によれ r/ii:rilとされ，高裁J勺レジストラーが事務局

長を務める。

(i'.t 8) バンジャープで入手しえた資料では， 1971

年の採用者（＇） f；会総は， 25～35 h誌であり，平均年燃は

27.5歳であった。はかの州でも介，）笠士のほか一定1）総

業を経験している者が圧倒的lこ多く，大学卒業後i以終

にこの職IC任命される例は稀であると聞いた。
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（注 9) この理由は，受験者はすでに弁護士であり，

十分な法律知識をらしていることを前援にしている。

もっとも法律委員会は，この前提に疑問を呈示し，競

争試験（筆記試験を含む〕の方を選好している。 Law

Commission of India, 14th Report J・a・‘.， pp. 174 

-175. 

（注10) 法律委員会第14次報告書では奇多くの州で

は司法職の任命については高裁が支配的な発言権を認

められていると述べているが， これらの州におL、て実

体はどうなのか不明である。いずれにせよ河報告書は

高裁がこの任命に際してより積極的な役割を果たすこ

とを勧告している。 LawCommission of India, 14th 

Report J・・・.. , pp. 173-174. 

（注11) グジャラート州の規則jではアーメダパード

少額訴訟裁判所裁判合の任命は，マハーラーシュトラ

と若干異なり，（1）高裁による外任，（2）高裁の勧告1こも

とづき弁護土ーからの直擦任命，（3）州公務委員会の民事

裁判官および弁護士中から面接による声援任命の 3類

型に分けられ，原則として各々 3分の 1ずつがこの）j

tとにより任命される。

（注12) 法律委員会は，このような他の公務員殺

（裁判所職員）からの昇任による任命の留保！とついて

は批判的℃ある。 LawCommission of India, 14th 

Report: ..・…， pp.177「］78.

（注13) この公開競争が北インド型にみられるよう

な筆記試験を合む厳絡な競争試験を怠味するのかそれ

ともボンベイ型iとみられるように単なる凶柊だけなの

かは不明Eある。 1958年段階で面然のみの州としてア

ーンドラ・プラデーシュ，ぷンベイ（当特），ケーララ，

マディヤ・ヅラチーシュ，マドラス（当時〕およ rfオリ

ッサをあげている。 LawCommission of India, 14th 

Repot：…ぃ.， p. 170.しかし，たとえばプーント’ラ・フ！

ラデーシュ州では現在 ψむは，規則上競争試験全採用し

ている。

（注14) The State Government of U. P., Ref＞仰・t

on the 1ldministration of Justice in the State of 

Uttar Pradesh, for the Year 1970, p.伺．

（注15) 法律委民会は，少なくとも 6カJ'J-1年の

訓練期間が必；艇であるとしている。 LawCommission 

of India, 14th Report: .. ・・.., p. 181. 

（注16) 弁議士としての開業制！日jがこれに加算され

うる。 1978年の初めのインド法律研究所 (IndianLaw 

Institute）の研究員 ResearchAssociate）一法学修：I一
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(L. L. M）の初任給がデリー大学の講師と同じとされ

月額400ノレピー（Rs.）であったことから考えれば，それ

ほど低いとはいえなL、。な .f31973年末託行なったタミ

ノレ・ナードわ調査では， ムンシブの場合 Rs.575-(25) 

-fi伺一（40）一1000，下級裁判官の場合 Rs.850-(50)-1250 

とされている。、ずれもノレピー，括弧内は 1年間二乃昇

給額〕。 1973年中旬に公務員給与の改定があったため

にかなり高くなっている。

（注17) デリーの場合，高等裁判所裁判官と政府法

務長官により構成される委員会が一切の任命の選考を

行なう。この法務必すは各州！とおいて県裁判官レベノし

の上級司法綴が任命されている。

（注18) この市民事裁判所有精裁判官は，潟裁裁WIJ

'['l'iζ外任されるチ市ンスがちっとも大きL、。

れと19) この’吉織をあえて訳付；；；， 「事務局長」と

なるつ。高裁の事務力資任者であり，下i一緒裁判＇A'まF

Lまかれの任合する行政組当裁判守（Administrating

Judge）♂〉もとで待！系裁判所との連絡おより裁判所職

員の厳督を行なう。また高裁の裁判＇ i'l’会議の事務防長

でもあり，州司法行政の中m，こ関与しているの功、つて

はこの殺は弘裁判官レへんの高等文守教に上り独占さ

れていた。現在でも市民事裁判所首府一放'flj'立と 5lEλで

上級司法草査中もっとも高裁裁判官IC,/11，，磯であるとし、

Jっt1.る。

(1t20) もっともその外イ任＂ 1"齢を考えると，そ♂）f年

給はインド{j政職にくらへるとほくなる。詳しくは，

Rs. 900-(50)-1000-(60)-1600一（50）ー1800。セレタシ」・

Yレート＇Rs.1800 .. (100)-2000。スーハータイム・ス～

1レ（SupertimeScale) Rs. 2500ー（125/2)-2750である。

これは1973年 2Jl ，＇）スケーノレであり，同年内 c;:i;,I以；こ

’パ、ては， タ fノL ・ーいートの湯（，Rs.1300-(50)-14倒ー

(75)・-100-2000。パら iこセレク γ ョン・ケレードとし

Rs. 200（ト（125）一2250である。

（経済協力視玄室）
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